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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第40期

第１四半期連結
累計期間

第41期
第１四半期連結

累計期間
第40期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 11,196 12,343 50,868

経常利益 （百万円） 2,517 2,166 11,108

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,212 1,302 7,324

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,564 1,143 8,117

純資産額 （百万円） 7,676 13,628 12,695

総資産額 （百万円） 39,592 42,986 46,835

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 49.30 92.96 432.44

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 49.21 88.29 422.08

自己資本比率 （％） 18.9 31.4 26.8

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の概況

当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日までの３ヶ月間）におけるわが国経済

は、企業収益・雇用情勢の改善が進む一方、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動などから、不透明な状況

で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、顧客やスーパーバイザーの増加に引き続き力を注いでまいりまし

た。

当期の当社グループの売上高は、アジア事業での売上規模の増加により総売上高22,001百万円（前年同期比

9.0％増加、為替の影響を除くと5.8％増加）、純売上高（売上割戻差引後）12,343百万円（前年同期比10.3％増

加、為替の影響を除くと7.0％増加）となりました。

営業利益は2,636百万円（前年同期比10.6％増加、為替の影響を除くと7.1％増加）となりました。

経常利益は2,166百万円（前年同期比14.0％減少、為替の影響を除くと16.9％減少）、四半期純利益は1,302

百万円（前年同期比7.4％増加、為替の影響を除くと3.7％増加）となりました。

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が前連結会計年度末に比べ4,447百万

円減少し、売掛金、無形固定資産も減少しましたが、棚卸資産、その他の流動資産が増加しました。

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3,849百万円の減少となりました。

負債につきましては、未払売上割戻金、未払法人税等、未払費用、借入金、その他流動負債等が減少した結

果、総負債は前連結会計年度末に比べ4,782百万円の減少となりました。

純資産につきましては、四半期純利益の計上により1,302百万円増加し、為替の影響により、為替換算調整勘

定が173百万円減少しました。

また自己株式が211百万円増加したことなどから、純資産は前連結会計年度末に比べ932百万円増加しまし

た。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（３）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、133百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,920,000 25,920,000

　東京証券取引所

　ＪＡＳＤＡＱ

　（スタンダード）

－

計 25,920,000 25,920,000 － －

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成26年８月１日からこの第１四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年４月１日

～

平成26年６月30日

－ 25,920,000 － 100 － －
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　11,899,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　13,913,000 13,913 －

単元未満株式 普通株式　　　 108,000 － －

発行済株式総数 25,920,000 － －

総株主の議決権 － 13,913 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

シャクリー・グローバ

ル・グループ株式会社

東京都新宿区西新宿

二丁目６番１号
11,899,000 － 11,899,000 45.91

計 － 11,899,000 － 11,899,000 45.91

（注）第１四半期末現在の自己株式数は12,304,342株であります。
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,351 11,904

売掛金 2,847 2,277

商品及び製品 5,495 6,500

原材料及び貯蔵品 2,516 2,776

その他 3,936 4,106

貸倒引当金 △39 △43

流動資産合計 31,106 27,522

固定資産   

有形固定資産 3,622 3,645

無形固定資産   

のれん 5,656 5,431

商標 3,935 3,873

その他 1,196 1,156

無形固定資産合計 10,788 10,461

投資その他の資産   

その他 1,317 1,356

投資その他の資産合計 1,317 1,356

固定資産合計 15,728 15,463

資産合計 46,835 42,986

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,040 2,134

1年内返済予定の長期借入金 947 943

1年以内のリース債務 478 487

未払売上割戻金 4,954 3,407

未払法人税等 1,563 348

未払費用 3,546 2,590

代理店研修会議費引当金 745 499

ポイント引当金 85 104

その他 2,333 2,028

流動負債合計 16,695 12,544

固定負債   

長期借入金 11,040 10,540

長期リース債務 2,104 2,015

役員退職慰労引当金 28 31

退職給付に係る負債 1,633 1,585

繰延税金負債 597 587

その他 2,039 2,052

固定負債合計 17,443 16,813

負債合計 34,139 29,357
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金 1,196 1,196

利益剰余金 18,600 19,903

自己株式 △7,106 △7,317

株主資本合計 12,789 13,881

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 7

為替換算調整勘定 178 5

退職給付に係る調整累計額 △406 △392

その他の包括利益累計額合計 △220 △379

新株予約権 126 126

純資産合計 12,695 13,628

負債純資産合計 46,835 42,986
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 11,196 12,343

売上原価 3,699 4,077

売上総利益 7,497 8,266

販売費及び一般管理費 5,114 5,630

営業利益 2,382 2,636

営業外収益   

受取利息 9 11

為替差益 302 －

その他 3 4

営業外収益合計 315 16

営業外費用   

支払利息 140 156

為替差損 － 260

その他 39 67

営業外費用合計 180 485

経常利益 2,517 2,166

税金等調整前四半期純利益 2,517 2,166

法人税等 1,305 863

四半期純利益 1,212 1,302
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

四半期純利益 1,212 1,302

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 351 △173

退職給付に係る調整額 － 14

その他の包括利益合計 351 △159

四半期包括利益 1,564 1,143

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,564 1,143
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年5月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直しました。

この変更により連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費

のれんの償却額

                 190百万円

　　　　　 　　 　135

              273百万円

              140
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 日本 北米
その他
アジア
（注）１

合計

売上高       

外部顧客への売上高 1,661 3,581 5,952 11,196 － 11,196

セグメント間の内部売上高又
は振替高

108 1,839 － 1,948 △1,948 －

計 1,769 5,421 5,952 13,144 △1,948 11,196

セグメント利益 252 350 1,879 2,482 △99 2,382

（注）１.「その他アジア」の区分は、日本以外のアジア地域の現地法人の事業活動であります。

２.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 日本 北米
その他
アジア
（注）１

合計

売上高       

外部顧客への売上高 1,442 3,372 7,528 12,343 － 12,343

セグメント間の内部売上高又
は振替高

126 4,727 － 4,854 △4,854 －

計 1,569 8,100 7,528 17,197 △4,854 12,343

セグメント利益 105 1,677 2,408 4,191 △1,555 2,636

（注）１.「その他アジア」の区分は、日本以外のアジア地域の現地法人の事業活動であります。

２.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 49円30銭 92円96銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,212 1,302

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,212 1,302

普通株式の期中平均株式数（千株） 24,595 14,015

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 49円21銭 88円29銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 48 741

（うち新株予約権） （48） （741）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

新株予約権４種類（新株予約

権の数1,302,230個）。

－

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月13日

シャクリー・グローバル・グループ株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 相 澤　　範 忠　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寒河江　祐一郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャクリー・グ

ローバル・グループ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャクリー・グローバル・グループ株式会社及び連結子会社の平成26

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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